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  証券コード 3864

  平成26年６月５日

株 主 各 位   

 東京都墨田区両国二丁目10番14号

 

 取締役社長 鈴 木 邦 夫

第149回定時株主総会招集ご通知 

拝啓 平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、当社第149回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上

げます。 

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記
の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26

年６月26日（木曜日）午後５時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。 
敬 具 

記 

１．日   時  平成26年６月27日（金曜日）午前10時 
２．場   所  東京都墨田区両国二丁目10番14号 両国シティコア 

当社会議室（11階） 
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） 

３．目 的 事 項 

報 告 事 項 １．第149期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並び
に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

２．第149期（平成25年４月１日から平成26年３月31日まで）計算書類報告の件 

決 議 事 項 
第１号議案 取締役８名選任の件 
第２号議案 監査役３名選任の件 

第３号議案 補欠監査役１名選任の件 
以 上 

                                                  

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
し上げます。 

◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上

の当社ウェブサイト（アドレス http://www.mpm.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。 
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（提供書面） 

 

事 業 報 告 

平成25年４月１日から 
平成26年３月31日まで 

 

１．企業集団の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及びその成果 

 当期の日本経済は緩やかな回復の動きを見せ、紙パルプ産業においても足元の景況感は持ち直しつつあ

ります。しかしながら、電子化の拡がりによる国内紙需要の構造的縮小、苛烈な競争を伴うグローバル化

が進行しており、紙パルプ産業は非常に厳しい事業環境のまま推移しております。 

 このような状況下、震災直後の非常事態に対応して立案した「第１次中期経営計画」について、当初想

定した前提条件との乖離が大きくなったことから、事業環境の変化に応じて戦略等の見直しを行い、昨年

11月に「第１次中期経営計画フェーズ２ローリングプラン」を策定し、「成長に向けての収益基盤強化」

の実現に向けた諸施策に鋭意取り組んでまいりました。 

 主力の洋紙事業につきましては、前期に落ち込んだ価格の復元及び減産体制の継続による市況維持、イ

メージング事業は海外での販売強化、機能材事業は水処理膜用支持体や自動車用キャビンフィルターを中

心とした拡販等に注力してまいりました。 

 この結果、連結売上高は2,074億７千万円（前期比3.3％増）となりました。損益面では工場の生産性向

上や固定費削減によるコストダウン効果等の増益要因がありましたが、円安による原燃料価格の高騰、洋

紙の販売数量減のほか、主力工場における設備事故の影響等があり、連結営業利益は４億７千３百万円

（前期比85.8％減）、連結経常利益は６千２百万円（前期比97.7％減）となりました。また、旧中川工場

跡地に関する損害賠償請求訴訟の終結を図るための解決金を特別損失に計上しましたが、投資有価証券売

却益の特別利益への計上等により、連結当期純利益は２億８千万円（前期比83.6％減）となりました。 

 当社単体では、売上高は1,158億８千３百万円、経常損失は30億８千６百万円、当期純損失は18億８千

２百万円となりました。 

 なお、更なる収益基盤強化のため、平成26年４月１日には八戸工場と関連子会社の事業を再編し、加え

て上期中に希望退職者の募集を行い、業務集約と労務費削減を図ってまいります。 
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(2) 事業区分別の営業の概況 

○ 紙・パルプ事業 

 主力製品である印刷用紙につきましては、前期における国内市況の大幅な下落、及び円安の継続を主

因とする原燃料価格高騰を受け、当期春と秋の２度にわたり価格修正を実施いたしましたものの、市況

を維持するために主力の八戸工場の減産を継続したこと等により、販売数量・金額とも減少いたしまし

た。 

 情報用紙につきましては、ＰＰＣ用紙の販売回復に加え、海外営業部を新設し産業用インクジェット

用紙の輸出に注力したこと等により、販売数量・金額とも増加いたしました。 

 欧州子会社におきましては、主要市場であるヨーロッパでノーカーボン紙及び感熱紙の販売数量は減

少いたしましたが、円安の影響により販売金額は増加いたしました。 

 市販パルプにつきましては、販売数量・金額とも増加いたしました。 

 以上の結果、紙・パルプ事業全体の売上高は1,616億５千７百万円と、前期比2.7％増となりました。 

○ イメージング事業 

 国内市場におきましては、写真感光材料や印刷製版材料が堅調に推移し、販売金額は前期並みとなり

ました。 

 海外市場におきましては、写真感光材料が競争激化に伴う市場環境の急激な悪化の影響を受けました

が、インクジェット用紙の海外販売強化や円安効果により販売金額は増加いたしました。 

 以上の結果、イメージング事業全体の売上高は416億１千４百万円と、前期比4.5％増となりました。 

○ 機能材事業 

 不織布につきましては、水処理膜用支持体をはじめとする主要製品の販売が伸び、フィルターにつき

ましては、自動車用キャビンフィルターや家電向けの拡販の結果、それぞれ販売金額は増加いたしまし

た。 

 リライトメディアにつきましては、海外向けは増加いたしましたものの、国内需要が減少し、販売金

額は微減いたしました。 

 化学紙につきましては、化粧板原紙、壁紙原紙等の増販により、販売金額は増加いたしました。 

 以上の結果、機能材事業全体の売上高は160億３千４百万円と、前期比12.7％増となりました。 

○ その他事業 

 工務関連子会社、倉庫・運送関連子会社の売上高減少等により、売上高は159億８千５百万円と、前期

比3.1％減となりました。 
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〈事業区分別販売金額〉 

第 148 期 
（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

第 149 期 
（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

前 期 比 増 減 
（△印減） 事 業 区 分 

売 上 高 金額構成比 売 上 高 金額構成比 金 額 比 率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
紙 ・ パ ル プ 157,424 69.1 161,657 68.7 4,232 2.7 

イ メ ー ジ ン グ 39,825 17.5 41,614 17.7 1,788 4.5 

機 能 材 14,223 6.2 16,034 6.8 1,811 12.7 

そ の 他 16,493 7.2 15,985 6.8 △508 △3.1 

消 去 又 は 全 社 （ 27,117） － （ 27,821） － （ 703） － 

合 計 200,850 100.0 207,470 100.0 6,620 3.3 

 

(3) 設備投資等の状況 

 設備投資につきましては、震災復興や環境対策を中心に実施してまいりました。当期は、63億２千２百

万円の設備投資を実施いたしましたが、当期中に完成並びに当期末現在継続中の主なものは次のとおりで

す。 

イ．当期中に完成した主要設備 

・八戸紙業株式会社 

仕上カッター及び包装機等更新 

ロ．当期末現在継続中の主要設備 

・三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 

ビーレフェルト工場塗工設備改造 

 

(4) 資 金 調 達 の 状 況 

 当期の設備及び運転資金につきましては、自己資金、金融機関からの借入金及びコマーシャル・ペー

パーの発行等により賄いました。なお、金融機関からの借入には、株式会社日本政策投資銀行による環境

格付取得に基づく融資が含まれております。 
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(5) 財産及び損益の状況の推移 

① 企業集団の財産及び損益の状況 

区 分 
第 146 期 

平成22年４月１日～
平成23年３月31日

第 147 期 
平成23年４月１日～

平成24年３月31日

第 148 期 
平成24年４月１日～

平成25年３月31日

第 149 期 
平成25年４月１日～

平成26年３月31日

売 上 高 (百万円) 210,846 194,856 200,850 207,470 

経 常 利 益 (百万円) 2,116 888 2,663 62 

当 期 純 利 益 （ △ 印 損 失 ） (百万円) △ 14,497 565 1,710 280 

１株当たり当期純利益（△印損失）(円) △  42.39 1.65 5.00 0.82 

純 資 産 (百万円) 52,117 52,108 55,370 55,586 

総 資 産 (百万円) 248,506 276,305 265,234 258,599 

 

② 当社の財産及び損益の状況 

区 分 
第 146 期 

平成22年４月１日～
平成23年３月31日

第 147 期 
平成23年４月１日～

平成24年３月31日

第 148 期 
平成24年４月１日～

平成25年３月31日

第 149 期 
平成25年４月１日～

平成26年３月31日

売 上 高 (百万円) 132,334 109,567 123,164 115,883 

経 常 利 益 （ △ 印 損 失 ） (百万円) 462 131 377 △ 3,086 

当 期 純 利 益 （ △ 印 損 失 ） (百万円) △ 14,523 △ 1,974 433 △ 1,882 

１株当たり当期純利益（△印損失）(円) △  42.46 △  5.77 1.27 △  5.50 

純 資 産 (百万円) 43,100 41,373 42,983 40,101 

総 資 産 (百万円) 188,936 218,859 205,613 195,525 

(         )(         )(         ) (         )

(         )(         ) (         ) (         )
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(6) 対 処 す べ き 課 題 

［第１次中期経営計画について］ 

第１次中期経営計画では、 

フェーズ１として平成24年３月期下期～平成25年３月期の１年半を『復興』 

フェーズ２として平成26年３月期～平成27年３月期の２年間を『成長に向けての収益基盤強化』の期

間と位置づけておりました。 

フェーズ１では、八戸工場の早期全面復興並びに洋紙事業の販売回復を達成し、急増した有利子負債

につきましても、計画を前倒ししての削減を進めました。 

平成24年秋より円高を背景に輸入紙が定着し、洋紙市況が急落しました。先ずは、市況の回復が必要

と考え需給調整を図るべく減産を実施し、平成25年３月に第１次値上げを打ち出しました。この第１次

値上げの完了により事業環境見通しが立ち発射台が固まったことから、環境変化への対応が必要と判断

し、平成25年11月に戦略の見直しを行いフェーズ２ローリングプランを策定しました。計画期間は平成

28年３月期までとし、以下の５項目を掲げ推進してまいります。 

①八戸工場構造改革の断行 

②海外市場への踏み込み強化 

③成長商品のニッチマーケットへの資源投入 

④ノンコモディティ化の推進 

⑤ＦＩＴ事業参入検討 

八戸工場構造改革につきましては、分社化を図ることとし平成26年４月１日にエム・ピー・エム・オ

ペレーション株式会社を設立しました。ＦＩＴ事業につきましては、平成26年４月１日にエネルギー事

業室を設置し、本格的な検討を開始しております。さらに収益基盤強化の目標を達成するため、上期に

希望退職を200名募ることといたしました。 

 

［ＣＳＲ（企業の社会的責任）について］ 

当社グループは、企業が社会の一員として存続するためには利益を確保することだけでなく、様々な

ステークホルダーの皆様に対して社会的な責任を果たすことが必要と考えております。 

ＣＳＲ活動の目的が、皆様からの信頼と共感を得ることを通じて企業価値の向上につなげることにあ

ると認識し、特徴あるＣＳＲ活動の推進に努めるとともに、更にその展開、充実に向けて取り組んでま

いります。 

当期は、「ユーザーニーズを反映したＣＳ向上」、「不安全行動災害撲滅に向けた取組み強化」、

「法令遵守の徹底」の３点を重点課題に掲げて取り組み、製品面ではＦＳＣ森林認証紙やサーマルディ

ジプレート製版システムといった環境配慮型商品の充実を図りました。また、当社を取り巻く環境にお

きましては、より一層の法令遵守が必要と認識し、平成26年１月１日に法務部を立ち上げました。 

平成27年３月期は、安全成績の向上と関連法規の確実な遵守に的を絞り、「不安全行動災害撲滅に向

けた取組み強化」、「法令遵守の徹底」を重点課題として取り上げ、企業価値の向上につなげる活動を

推進してまいります。 
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(7) 重要な子会社の状況（平成26年３月31日現在） 

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議 決 権 比 率

主 要 な 事 業 内 容 

 百万円 ％  

三 菱 製 紙 販 売 株 式 会 社 600 71.3 紙、パルプ、薬品等の販売 

北上ハイテクペーパー株式会社 450 100.0 パルプ、レジンコート紙、衛生用品の製造、加工及び販売 

株 式 会 社 オ ス ト リ ッ チ ダ イ ヤ 250 100.0 紙類の印刷加工及び紙製品の販売 

三菱製紙エンジニアリング株式会社 150 100.0 各種機械類の設計・据付及び整備、建設業 

菱 紙 株 式 会 社 100 100.0 スポーツ施設運営、保険代理店業、旅行代理店業、不動産業 

ダ イ ヤ ミ ッ ク 株 式 会 社 100 100.0 印刷製版材料等の販売 

浪 速 通 運 株 式 会 社 90 100.0 貨物運送及び倉庫業 

株 式 会 社 ピ ク ト リ コ 70 100.0 紙及び印刷製版材料等の販売 

新 北 菱 林 産 株 式 会 社 70 100.0 木材チップ等の製造及び販売 

東 邦 特 殊 パ ル プ 株 式 会 社 60 100.0 特殊パルプの製造及び販売 

八 戸 紙 業 株 式 会 社 50 100.0 紙の断裁及び選別包装、紙製品の保管・出荷 

旭 感 光 紙 株 式 会 社 50 100.0 紙製品の製造、加工及び販売 

Ｋ Ｊ 特 殊 紙 株 式 会 社 50 100.0 化学紙の製造、加工及び販売 

高 砂 紙 業 株 式 会 社 30 100.0 紙の断裁及び選別包装 

エム・ピー・エム・シェアードサービス株式会社 30 100.0 グループファイナンス 

八 菱 興 業 株 式 会 社 20 100.0 構内運搬及び雑作業、包装紙の加工 

菱 工 株 式 会 社 20 100.0 建設業、機械修理 

京 菱 ケ ミ カ ル 株 式 会 社 12 100.0 感材・塗工紙の仕上、印刷製版用処理薬品の製造及び販売 

北 菱 興 業 株 式 会 社 10 100.0 紙の製造請負・仕上、雑作業 

白 菱 興 業 株 式 会 社 10 100.0 電気絶縁紙の製造及び販売 

 千ユーロ   

三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH 1,000 100.0 欧州関連会社の統括 

三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 11,759 81.6 紙の製造及び販売 

三 菱 ペ ー パ ー G m b H 664 100.0 印刷製版用薬品の製造・販売、印刷製版材料の技術サポート 

 米ドル   

三菱イメージング（エムピーエム）,Inc. 1,000 60.0 紙及び写真・印刷製版材料の販売 

（注）１．株式会社オストリッチダイヤ、東邦特殊パルプ株式会社、旭感光紙株式会社、三菱ハイテクペーパーヨーロッ

パGmbH及び三菱ペーパーGmbHの議決権比率には、子会社が所有するものを含んでおります。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) ／ 2014/05/29 21:37 (2014/05/23 10:29) ／ wk_13981273_01_os7三菱製紙様_招集_株主各位_P.doc 

8

２．平成26年４月１日より、エム・ピー・エム・オペレーション株式会社が重要な子会社になっております。同社

の概況は以下のとおりです。 

会 社 名 資 本 金
当 社 の
議 決 権 比 率

主 要 な 事 業 内 容 

 百万円 ％  

エム・ピー・エム・オペレーション株式会社 20 100.0 八戸工場の運営管理・生産活動の受託 

 

(8) 主要な事業内容（平成26年３月31日現在） 

当社グループは、紙・パルプ・写真感光材料の製造、加工及び販売を主要な事業としており、事業部門

別の主要な商品及びサービスは次のとおりです。 

紙 ・ パ ル プ 事 業 

非塗工印刷用紙、微塗工印刷用紙、塗工印刷用紙、特殊印刷用紙、情報用紙、衛生用紙 

電気絶縁プレスボード、高級白板紙、特殊白板紙、その他特殊用紙 

晒クラフトパルプ、特殊パルプ 

イメージング事業 
インクジェット用紙、写真印画紙、写真印画紙用原紙、印刷製版材料、印刷機器類 

ＣＴＰソフトウェア、各種処理薬品 

機 能 材 事 業 
化学紙、不織布、フィルター、リライトメディア、バッテリーセパレータ、 

各種機能性材料 

そ の 他 事 業 
エンジニアリング業務、スポーツ施設運営、保険代理店業、旅行代理店業、不動産業 

倉庫業、運輸関連業 



 

－  － 
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(9) 主要な営業所及び工場（平成26年３月31日現在） 

① 当   社 

本 社 東京都墨田区両国二丁目10番14号 

工 場 ・ 事 業 所 
高砂工場（兵庫県）、京都工場（京都府）、八戸工場（青森県）、北上事業本部（岩手県） 

白河事業所（福島県） 

営 業 所 大阪営業所（大阪府） 

研 究 所 
つくばＲ＆Ｄセンター（茨城県）、京都Ｒ＆Ｄセンター（京都府） 

生産技術センター（福島県） 

 

② 子 会 社 等 

紙 ・ パ ル プ 事 業 

三菱製紙販売㈱（東京都）、東邦特殊パルプ㈱（東京都） 

㈱オストリッチダイヤ（東京都）、八戸紙業㈱（青森県）、新北菱林産㈱（青森県） 

八菱興業㈱（青森県）、白菱興業㈱（福島県）、高砂紙業㈱（兵庫県） 

三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH（ドイツ） 

三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH（ドイツ） 

イメージング事業 

ダイヤミック㈱（東京都）、㈱ピクトリコ（東京都）、旭感光紙㈱（千葉県） 

北上ハイテクペーパー㈱（岩手県）、北菱興業㈱（岩手県）、京菱ケミカル㈱（京都府） 

三菱ペーパーGmbH（ドイツ）、三菱イメージング（エムピーエム）,Inc.（アメリカ） 

機 能 材 事 業 ＫＪ特殊紙㈱（静岡県） 

そ の 他 事 業 
三菱製紙エンジニアリング㈱（青森県）、菱紙㈱（東京都）、浪速通運㈱（大阪府） 

エム・ピー・エム・シェアードサービス㈱（東京都）、菱工㈱（兵庫県） 



 

－  － 
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(10) 従 業 員 の 状 況（平成26年３月31日現在） 

① 企業集団の従業員の状況 

事 業 区 分 従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数 

紙 ・ パ ル プ 2,435名 110名減 

イ メ ー ジ ン グ 690名 28名減 

機 能 材 299名 ９名増 

そ の 他 423名 18名減 

全 社 （ 共 通 ） 135名 ４名減 

合 計 3,982名 151名減 

（注） 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業区分に区分できない管理部門に所属しているもので

あります。 

 

② 当社の従業員の状況 

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 

1,155名 44名減 44.3歳 23.8年 

（注） 上記のほか539名が子会社等に出向しております。 

 

(11) 主 要 な 借 入 先（平成26年３月31日現在） 

借 入 先 借 入 額 

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 45,500百万円 

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 21,730百万円 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 12,150百万円 

農 林 中 央 金 庫 6,202百万円 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 5,928百万円 

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 5,000百万円 

（注） シンジケートローンは、金融機関19社の協調融資1,500百万円、金融機関24社の協調融資33,000百万円及び金融

機関21社の協調融資11,000百万円によるものです。 



 

－  － 
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２．会社の株式に関する事項（平成26年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 900,000,000株 

(2) 発行済株式の総数 342,584,332株 

(3) 株 主 数 22,508名（前期末比599名増） 

(4) 大 株 主 

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率 

那 須  功 16,268千株 4.8％ 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 13,537千株 4.0％ 

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 11,338千株 3.3％ 

東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 10,000千株 2.9％ 

農 林 中 央 金 庫 9,000千株 2.6％ 

三 菱 商 事 株 式 会 社 8,671千株 2.5％ 

富 士 フ イ ル ム 株 式 会 社 8,500千株 2.5％ 

王 子 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社 8,000千株 2.3％ 

三 菱 瓦 斯 化 学 株 式 会 社 7,133千株 2.1％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社信託口 6,739千株 2.0％ 

（注）１．持株比率は自己株式（576,565株）を控除して計算しております。 

２．三菱瓦斯化学株式会社の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式3,600千株

（持株比率1.1％）を含んでおります（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職

給付信託口・三菱瓦斯化学株式会社口）」であります）。 



 

－  － 
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３．会社役員に関する事項 

(1) 取締役及び監査役の氏名及び重要な兼職の状況（平成26年３月31日現在） 

 取 締 役 社 長 
(代表取締役) 

鈴 木 邦 夫 

 代 表 取 締 役 水 野 正 望 

 代 表 取 締 役 牛 島 光 夫 

 取 締 役 板 倉 完 次 

 取 締 役 野 澤 浩 史 

 取 締 役 田 口 量 久 

 取 締 役 原 田 純 二 

 取 締 役 品 川 知 久 森・濱田松本法律事務所 弁護士 
株式会社ランドコンピュータ 社外監査役 

 常 勤 監 査 役 岡  健 二 

 監 査 役 髙 松 泰 治 明治安田システム・テクノロジー株式会社 代表取締役会長 
日本化薬株式会社 社外監査役 

 監 査 役 開 発 光 治（株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所 顧問） 

 

(2) 執行役員の氏名及び担当（平成26年３月31日現在） 

＊ 社長執行役員 鈴 木 邦 夫 

＊ 専務執行役員 水 野 正 望（社長室、原材料部管掌 内部監査部担当 ＣＳＲ担当役員） 

＊ 専務執行役員 牛 島 光 夫（ドイツ事業管掌、洋紙事業部担当 洋紙事業部長） 

＊ 専務執行役員 板 倉 完 次（経理部管掌） 

＊ 常務執行役員 野 澤 浩 史（総務人事部、法務部担当） 

 常務執行役員 鈴 木 晋 一（技術環境部担当） 

＊ 常務執行役員 田 口 量 久 北上事業本部、技術環境部管掌 
イメージング事業部、知的財産部担当 イメージング事業部長 

 常務執行役員 田 代 直 也 技術環境部副担当  
北上事業本部長、イメージング事業部副事業部長 

 

(                      )

(                              )

(                               ) 

(                         )



 

－  － 
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 上席執行役員 前 田  清（社長室長） 

 上席執行役員 山 田 清 春（原材料部長） 

 上席執行役員 日比野 良 彦（洋紙事業部副事業部長） 

 上席執行役員 岡 豊（ドイツ事業担当、洋紙事業部副事業部長、海外営業部長） 

＊ 執 行 役 員 原 田 純 二（機能材事業部担当 機能材事業部長） 

 執 行 役 員 首 藤 正 樹（経理部長） 

 執 行 役 員 竹 内  明（八戸工場工場次長、設備企画室長） 

 執 行 役 員 半 田 常 彰（八戸工場長、洋紙事業部副事業部長） 

 執 行 役 員 佐 藤 信 弘（洋紙事業部 情報・特殊紙営業部長） 

 執 行 役 員 藤 田  誠（京都工場長、イメージング事業部副事業部長） 

 執 行 役 員 立 藤 幸 博 高砂工場長、洋紙事業部副事業部長、 
イメージング事業部副事業部長、機能材事業部副事業部長 

＊印の執行役員は取締役を兼務しております。 
（注）１．取締役 品川知久氏は、社外取締役であります。 

２．監査役 髙松泰治氏及び監査役 開発光治氏は、社外監査役であります。 

３．取締役 品川知久氏、監査役 髙松泰治氏及び監査役 開発光治氏につきましては、東京証券取引所に対し、

一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。 

４．当事業年度中開催の第148回定時株主総会（平成25年６月27日）の翌日以降事業年度末日までに就任または退

任した取締役及び監査役はおりません。 

５．事業年度末後の執行役員の担当の異動 

平成26年４月１日付 

 常務執行役員 鈴 木 晋 一（エネルギー事業室、技術環境部担当） 

 常務執行役員 田 口 量 久
北上事業本部、エネルギー事業室、技術環境部管掌 
イメージング事業部、知的財産部担当 イメージング事業部長 

 執 行 役 員 竹 内  明（エネルギー事業室長） 

 執 行 役 員 半 田 常 彰
エム・ピー・エム・オペレーション㈱社長 
八戸工場長、洋紙事業部副事業部長 

(                             )

(                            )

(                   ) 



 

－  － 
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(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額 

区 分 支 給 人 員 支 給 額 

取 締 役 
（う ち 社 外 取 締 役） 

8名 
（ 1） 

154百万円 
（ 6） 

監 査 役 
（う ち 社 外 監 査 役） 

3名 
（ 2） 

24百万円 
（ 10） 

合 計 11名 179百万円 

 

(4) 社外役員に関する事項（平成26年３月31日現在） 

イ．重要な兼職の状況及び当社と兼職先との関係 

取締役 品川知久氏は、森・濱田松本法律事務所弁護士並びに株式会社ランドコンピュータの社外

監査役であります。森・濱田松本法律事務所は、当社に法務サービス等を提供しており、株式会社

ランドコンピュータと当社の間には、特別な関係はありません。 

監査役 髙松泰治氏は、明治安田システム・テクノロジー株式会社の代表取締役会長並びに日本化

薬株式会社の社外監査役であります。両社と当社の間には、特別な関係はありません。 

監査役 開発光治氏は、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所の顧問であります。同社と当

社の間には、特別な関係はありません。 

 



 

－  － 
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ロ．当事業年度における主な活動状況 

・取締役会及び監査役会への出席状況 

取締役会（14回開催） 監査役会（12回開催） 
 

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率 

取 締 役 品 川 知 久 14回 100％ － － 

監 査 役 髙 松 泰 治 14回 100％ 12回 100％ 

監 査 役 開 発 光 治 14回 100％ 12回 100％ 

 

・取締役会及び監査役会における発言状況 

取締役 品川知久氏は、主に会社法務に精通した弁護士の見地から意見を述べるなど、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っております。 

監査役 髙松泰治氏及び監査役 開発光治氏は、これまでの豊富な経営経験に基づいた発言を行う

など、適切な監査を行うべく助言・提言等を行っております。 

ハ．責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。 

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも金１千万円または法令が定める額のいずれか

高い額としております。 



 

－  － 
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４．会計監査人の状況 

(1) 会計監査人の名称（平成26年３月31日現在） 

新日本有限責任監査法人 

 

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 

52百万円 

ロ．当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 

70百万円 

 

（注）１．当社と会計監査人との間の契約において会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取

引法上の監査に対する報酬等の額を区分していないため、上記のイ．の金額には、これらの合計額を記

載しております。 

２．当社の重要な子会社のうち、三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH、三菱ハイテクペーパー

ヨーロッパGmbH、三菱ペーパーGmbH、三菱イメージング（エムピーエム）,Inc.は、当社の会計監査人

以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の

計算関係書類の監査［会社法及び金融商品取引法（これに相当する外国の法令等を含む。）の規定によ

るものに限る。］を受けております。 

 

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監

査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた

します。 
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５．会社の体制及び方針 

(1) 業務の適正を確保するための体制 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確

保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。（最終改定：平成26年３月31日） 

 

― コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 ― 

 

当社は、経営内容の透明性を高めガラス張りの経営を行うため、コーポレート・ガバナンスの充実を

経営の最重要施策の一つと認識しており、企業としての社会的責任（ＣＳＲ）を重視した経営を積極的

に推進します。 

 

― 会社の機関の概要 ― 

 

当社は、監督と執行を区分し、取締役会のスリム化と経営の意思決定のスピードアップを図るため、

執行役員制を採用しています。 

月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令・定款で定められた事項や

重要な業務執行の決定並びに監督を行っています。取締役会には独立した立場から判断を下せる社外取

締役を置き、経営の意思決定の中枢に外部の意見を直接取り入れる体制としています。 

上記に加え、工場長及び執行役員の出席する場所長会議を月１回開催しています。 

また、社外監査役を含む監査役で監査役会を設置しており、定期的または必要に応じて監査役会を開

催しております。 

経営方針・経営戦略及び基本的な事業戦略については常務会及び経営検討会を月２回開催し、経営陣

並びに議題に関する幹部社員の少人数での審議を行い、迅速かつ最適な意思決定に努めています。 

業務執行面では、経営課題の確実な推進のため各事業部を設置し、事業に関する収益責任と権限を持

たせることで、業務執行体制の強化を図っています。 

また、業務分掌規定により組織の責任範囲を常に明確化し、諸決裁については取締役会規則・同細則

ほか、当社諸規則に基づく適正な運用を遂行しています。 
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― 基本方針 ― 

 

１．取締役、使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

当社は、「三菱製紙グループ企業行動憲章」及び「三菱製紙コンプライアンス行動基準」を制定し、代表取

締役社長が繰り返しその精神を役員及び従業員に伝えると共に、企業行動憲章に関する理解を深めるための活

動を行うことにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底します。特に、市民社会の秩序と

安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応します。 

ＣＳＲの推進については、担当役員を任命すると共に、代表取締役社長を委員長とするＣＳＲ委員会を設置

します。ＣＳＲ委員会は組織横断的な機関であり９つのＣＳＲ活動（コンプライアンス、リスク管理、安全・

衛生、環境、製品安全、製品品質、人権・労働、情報、社会貢献）全体を把握し、ＣＳＲ全体の基本方針、年

間計画策定を行い、年間計画並びに実績を経営トップや監査役に報告する機会を定期的に設けております。コ

ンプライアンスについては、法務部が事務局として主管するコンプライアンス委員会を設置して、遵法及び企

業倫理に基づく行動の更なる徹底によりコンプライアンスの強化を図ると共に、研修等を通じ、社員への浸透

を図ります。 

役員及び従業員は、コンプライアンス上の問題を発見した場合は速やかに職制を通じて当該問題に対処すべ

き部門に報告することとし、または社内・社外のホットライン（内部監査部が所管）を通じて通報することと

します。当該部門は、総務人事部、法務部または内部監査部と協議の上、再発防止策を決定し、実施します。 

また、内部監査部において、事業活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を、合法性と合

理性の観点から検討・評価し、財務報告の信頼性確保及び経営効率性の向上を図ります。 

会社資産の保全については、総務人事部が主管し、資産の取得や使用・処分が適正な手続及び承認のもとで

行われるよう管理します。 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者である総務人事部担

当役員が作成する文書管理規定に従い、職務執行に係る情報を文書または電磁情報により記録し、保存します。

取締役及び監査役は文書管理規定により、これらの文書等を常時閲覧できるものとします。 
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、企業活動を展開していく上で生じる様々なリスクを的確に管理していくことが、企業の発展と企業

価値の向上に重要であると認識しております。 

ＣＳＲ委員会の下にグループ全体のリスクマネジメントを統括するリスクマネジメント委員会を設置します。

リスクマネジメント委員会は、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生する恐れが生じた

場合の体制を事前に整備し、有事の対応を迅速に行うと共に、再発防止策を講じ、その結果を取締役会に報告

します。また、法務部を設置し、各種法務リスクの低減を図るとともに、本社各部署、各工場では、それぞれ

所管する諸規則、マニュアル等を整備し、平時における事前予防体制を構築するなど、ＣＳＲにかかわる様々

なリスク管理を強化します。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、収益基盤強化を柱とする「第１次中期経営計画 フェーズ２ ローリングプラン」を定め、この目

標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成方法（執行役員への権限委譲を含む）を担

当取締役が定めます。また、ＩＴを活用したシステムによりその結果を迅速にデータ化することで、取締役会

が定期的にその結果を評価し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達

成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。 

 

５．当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社は、代表取締役社長を委員長とし、当社役員及び部門責任者並びに子会社社長を委員として構成するＣ

ＳＲ委員会が、三菱製紙グループのＣＳＲ活動を総括し推進します。 

子会社を含めたホットラインを設け、当社内部監査部または社外の専門会社に直接通報できる制度を設けま

す。 

子会社の経営指導については、関連する各事業部が収益に係る事項全般を所管することに加え、経理部が資

本政策や利益処分を、総務人事部がその他の分野につき所管し、管理します。 

子会社からは、場所長会議等において事業内容の定期的な報告を受けるほか、重要案件については事前協議

を行い、投資案件については経営投資規定に基づき審査を行います。 

さらに、グループ企業に監査役を派遣し、内部統制体制に関する監査を実施します。 

 

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

当社は、監査役の職務を補助する監査役附を従業員から選任することに加え、補助する組織を内部監査部、

経理部とし、監査役は、内部監査部、経理部所属の従業員に必要事項を命ずることができるようにします。 

内部監査部は監査役との協議により監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告

します。 
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７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当社は、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員は、その命令に関して、取締役、上長等の指揮命

令を受けません。 

 

８．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

当社は、監査役の職務の効果的な遂行のため、取締役は次に定める事項を監査役に報告します。①常務会で

決定された事項、②会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、③毎月の経営状況として重要な事項、④内

部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項、⑤重大な法令・定款違反、⑥ホットラインの通報状況及び内

容、⑦その他コンプライアンス上重要な事項。 

また、本社部門の重要な決裁書類については、監査役に書類を回覧します。 

 

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は、監査役会に対して、取締役、執行役員及び使用人から情報収集を適切に行えるよう協力すると共に、

監査役と代表取締役、監査役と監査法人の意見交換をそれぞれ定期的に実施します。また、監査役の職務遂行

にあたり、監査役と子会社等の取締役等との意思疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力し、監査役

が必要と認めた場合に、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。 

 

(2) 剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は、株主への利益還元を経営の重要課題と位置づけ、内部留保を充実させつつ配当比率を安定的に

維持することを方針とし、具体的には連結当期経常利益の20％を基準としております。 

当期は、円安による原燃料価格の高騰、市況維持のための減産継続による洋紙の販売数量減、設備事故

等の影響により、目指していた利益を大きく下回りました。一方、国内紙需要の構造的な縮小等、当社を

取り巻く事業環境はより一層厳しさを増しており、今後の企業基盤の安定化を図るべく更なる構造改革を

進めていくためには、内部留保を確保していく必要があります。加えて、当社は震災復興のために急増し

た有利子負債を削減して財務体質の改善を進めているものの、依然過大な水準にあります。 

このような状況でございますので、誠に遺憾ではございますが、利益配当につきましては見送ることと

させていただきたく存じます。 

今後財務体質の改善を着実に進め、企業価値の向上に努め早期の復配を目指してまいります。 
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(3) 会社の支配に関する基本方針 

① 基本方針の内容 

当社は、当社が生み出した利益を株主の皆様に還元していくことで企業価値ないし株主の皆様共同の利益を最

大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ当社株主となられた方々にお支えいただくことを原則

としつつも、当社の総議決権の20％以上の議決権を有する株式（以下「支配株式」といいます）の取得を目指す

者及びそのグループの者（以下「買収者等」といいます）による支配株式の取得により、このような当社の企業

価値又は株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる買収者等は当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社

の企業価値及び株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたしま

す。 

② 基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、「第１次中期経営計画」等を策定し、全社を挙げて取り組んでおり、企業価値ないし株主の皆様共同

の利益を守ってまいります。また、コンプライアンスの徹底や環境貢献施策の取組みを行い、顧客、株主、地域

社会その他関係者の皆様からの信頼に応えていく企業を目指してまいります。 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み 

当社は、平成25年５月29日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、平成22年６月29日開催の当社第145

回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上で、継続していた当社株式の大規模買付行為に関す

る対応方針（以下「旧プラン」といいます）につき、所要の変更を行った上で継続することを決議し（以下、か

かる変更後のプランを「本プラン」といいます）、平成25年６月27日開催の当社定時株主総会において、株主の

皆様のご承認をいただきました。また、当社は、上記継続に伴い、独立委員会委員として、従前と同様、片岡義

広、品川知久、竹原相光の３氏を選任いたしました。 

本プランの概要は、以下に記載のとおりですが、詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成25年５

月29日付けプレスリリース「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の一部変更及び継続に

関するお知らせ」をご覧下さい。 

（参考ＵＲＬ：http://www.mpm.co.jp/cir/pdf/20130529.pdf） 

イ．本プラン導入の目的 

本プランは、大規模買付者に対して事前に必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めるこ

とによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、取締役会が、当

該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆

様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益

の確保・向上を実現することを目的とします。 
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ロ．本プランに基づく対抗措置の発動に係る手続 

(a) 対象となる大規模買付行為 

当社株式に関して、大要、次の１）から３）のいずれかの行為がなされ、またはなされようとする場合に、

本プランに基づく対抗措置が発動される場合があります。 

１）当社株式に関する当社の特定の株主の株券等保有割合（金融商品取引法第27条の23第４項に定義される

株券等保有割合をいいます。以下同じとします）が20％以上となる取得 

２）当社株式に関する当社の特定の株主の株券等所有割合（金融商品取引法第27条の２第８項に定義される

株券等所有割合をいいます。以下同じとします）とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20％以

上となる取得 

３）当社の特定の株主が、当社の他の株主との間で当社株式の共同保有者に該当するに至るような合意その

他の行為、またはかかる両株主の間に支配関係もしくは協働関係を樹立する行為（ただし、当該両株主

の株券等保有割合が20％以上となる場合に限ります） 

(b) 大規模買付者に対する情報提供要求 

大規模買付者には、大規模買付行為の開始または実行に先立ち、意向表明書及び大規模買付情報を提出・

提供していただきます。 

(c) 取締役会評価期間の設定等 

取締役会は、対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社の全ての株式の買付けが行われる場合

には60日間、それ以外の態様による大規模買付行為の場合には90日間の期間を、取締役会評価期間として設

定し、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向上の観点から、企図されている大規模買付行

為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うものとします。 

(d) 独立委員会の勧告及び取締役会による決議 

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールにつき重要な点において違反した場合で、取締役会がそ

の是正を当該大規模買付者に対して要求した後５営業日以内に当該違反が是正されない場合には、原則とし

て、取締役会に対して、大規模買付行為に対する対抗措置の発動を勧告します。 

他方、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合、独立委員会は、原則として、取締役会に対して、

大規模買付行為に対する対抗措置の不発動を勧告しますが、大規模買付ルールが遵守されている場合であっ

ても、当該大規模買付者がいわゆるグリーンメイラーである場合等一定の事情を有していると認められる者

である場合には、取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。 

取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動または不発動その他必要な決議

を行うものとします。 

(e) 対抗措置の具体的内容 

当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、原則として、新株予約権の無償割

当てによるものとします。 
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ハ．本プランの特徴 

(a) 基本方針の制定 

本プランは、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を制定した上で、

導入されたものです。 

(b) 独立委員会の設置 

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保するために独立委員会を設置し、取締役会が対抗措置を発動

する場合は、その判断の公正を担保し、且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の勧

告を最大限尊重するものとしています。 

(c) 株主総会における本プランの承認 

本プランによる買収防衛策の継続につきましては、平成25年６月27日開催の第148回定時株主総会におい

て、株主の皆様のご承認をいただきました。 

(d) 適時開示 

取締役会は、本プラン上必要な事項について、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って、適時適

切な開示を行います。 

(e) 本プランの有効期間 

本プランの有効期間は、平成25年６月27日開催の第148回定時株主総会終了後３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。 

ニ．株主の皆様への影響 

(a) 旧プランの本プランへの改定時における株主の皆様への影響 

旧プランの本プランへの改定時には、株主の皆様の権利及び経済的利益に直接具体的な影響を与えており

ません。 

(b) 新株予約権の発行時に株主の皆様へ与える影響 

対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われた場合においても、保有する当社株式１株当たりの価値

の希釈化は生じるものの、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じないことから、株主の皆様の法的権

利及び経済的利益に対して直接的具体的な影響を与えることは想定しておりません。ただし、本プランの定

める例外事由該当者については、対抗措置が発動された場合、結果的に、その法的権利または経済的利益に

何らかの影響が生じる可能性があります。 
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④ 上記の取組みに対する取締役会の判断及びその判断に係る理由 

上記②に記載した、基本方針の実現に資する特別な取組みは、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を

高めるための具体的方策であり、まさに当社の基本方針に沿うものと考えます。 

また、当社取締役会は、前記③イ記載のとおり、本プランは企業価値ないし株主の皆様共同の利益の確保・向

上という目的をもって導入されたものであり、基本方針に沿うものと考えます。特に本プランは、１）株主総会

において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合にはその時点で廃止されるものとしており、その存続が

株主の皆様の意思にかからしめられている点において株主の皆様のご意思を重視していること、２）独立性の高

い独立委員会の設置を伴うものであり、対抗措置の発動に際しては必ず独立委員会の勧告を経る仕組みとなって

いること、３）対抗措置の発動、不発動または中止に関する判断の際に拠るべき基準が設けられていること等か

ら、当社取締役会としては、本プランは当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、当

社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

 

 以上のご報告は、次により記載されております。 

１．百万円単位の記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示いたしております。 

２．千株単位の株式数は、千株未満切り捨てにより表示いたしております。 
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連 結 貸 借 対 照 表 

（平成26年３月31日現在） 
 （単位：百万円）
 資 産 の 部 負 債 の 部 

項 目 金 額 項 目 金 額 

流 動 負 債 115,194 

支 払 手 形 及 び 買 掛 金 26,014 

短 期 借 入 金 73,903 

リ ー ス 債 務 378 

未 払 費 用 6,969 

未 払 法 人 税 等 390 

そ の 他 7,538 

固 定 負 債 87,818 

長 期 借 入 金 74,417 

リ ー ス 債 務 1,864 

繰 延 税 金 負 債 487 

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 54 

厚生年金基金解散損失引当金 206 

退 職 給 付 に 係 る 負 債 8,872 

負 の の れ ん 30 

資 産 除 去 債 務 877 

そ の 他 1,007 

負 債 合 計 203,012 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 49,302 

資 本 金 32,756 

資 本 剰 余 金 7,523 

利 益 剰 余 金 9,164 

自 己 株 式 △141 

その他の包括利益累計額 3,456 

その他有価証券評価差額金 2,804 

為 替 換 算 調 整 勘 定 1,576 

退職給付に係る調整累計額 △924 

少 数 株 主 持 分 2,827 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 

商 品 及 び 製 品 

仕 掛 品 

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 及 び 構 築 物 

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 

土 地 

リ ー ス 資 産 

建 設 仮 勘 定 

そ の 他 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

長 期 貸 付 金 

退 職 給 付 に 係 る 資 産 

繰 延 税 金 資 産 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

109,328 

8,382 

42,424 

33,232 

8,265 

10,382 

1,261 

5,644 

△264 

149,271 

123,805 

31,650 

64,258 

23,198 

1,848 

1,107 

1,740 

338 

338 

25,127 

20,228 

815 

471 

1,657 

3,008 

△1,055 純 資 産 合 計 55,586 

資 産 合 計 258,599 負 債 及 び 純 資 産 合 計 258,599 

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 損 益 計 算 書 

平成25年４月１日から 
平成26年３月31日まで 

（単位：百万円）
 項 目 金 額 

売 上 高  207,470 

売 上 原 価  178,273 

売 上 総 利 益  29,197 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  28,723 

営 業 利 益  473 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 58  

受 取 配 当 金 555  

受 取 保 険 金 415  

為 替 差 益 670  

そ の 他 724 2,424 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 2,440  

そ の 他 395 2,835 

経 常 利 益  62 

特 別 利 益   

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,107  

補 助 金 収 入 889  

そ の 他 291 4,289 

特 別 損 失   

固 定 資 産 処 分 損 286  

事 業 構 造 改 革 費 用 464  

訴 訟 和 解 金 等 2,027  

そ の 他 269 3,048 

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益  1,303 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  484 

法 人 税 等 調 整 額  341 

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益  477 

少 数 株 主 利 益  197 

当 期 純 利 益  280 

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連結株主資本等変動計算書 

平成25年４月１日から 
平成26年３月31日まで 

（単位：百万円）
 

株 主 資 本 
 

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計 

当 期 首 残 高 32,756 7,523 8,913 △138 49,054 

会計方針の変更による累積的影響額   △  30  △  30 

会計方針の変更を反映した当期首残高 32,756 7,523 8,883 △138 49,024 

当 期 変 動 額      

当 期 純 利 益   280  280 

自 己 株 式 の 取 得    △ 2 △   2 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

     

当 期 変 動 額 合 計 － － 280 △ 2 277 

当 期 末 残 高 32,756 7,523 9,164 △141 49,302 

 
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 

 その他有価証券 
評 価 差 額 金

為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調 整 累 計 額 

そ の 他 の 包 括 
利益累計額合計 

少数株主持分 純資産合計 

当 期 首 残 高 3,775 626 － 4,402 3,050 56,507 

会計方針の変更による累積的影響額   △897 △ 897 △  209 △ 1,136 

会計方針の変更を反映した当期首残高 3,775 626 △897 3,504 2,841 55,370 

当 期 変 動 額       

当 期 純 利 益      280 

自 己 株 式 の 取 得      △   2 

株主資本以外の項目の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

△ 971 950 △ 26 △  48 △  13 △  61 

当 期 変 動 額 合 計 △ 971 950 △ 26 △  48 △  13 216 

当 期 末 残 高 2,804 1,576 △924 3,456 2,827 55,586 

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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連 結 注 記 表 
 

（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数        25社 

主要な連結子会社の名称    三菱製紙販売株式会社 

北上ハイテクペーパー株式会社 

ダイヤミック株式会社 

ＫＪ特殊紙株式会社 

エム・ピー・エム・シェアードサービス株式会社 

三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH 

三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称   珠海清菱浄化科技有限公司 

連結の範囲から除いた理由   非連結子会社（10社）はいずれも小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等がいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないた

めであります。 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の数 ２社 

主要な持分法適用会社の名称  兵庫クレー株式会社 

フォレスタル・ティエラ・チレーナLtda. 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等 

主要な会社の名称       珠海清菱浄化科技有限公司 

持分法を適用しない理由    持分法を適用しない会社（20社）は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性はないためであります。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち、下記５社の決算日は12月31日であります。 

三菱ペーパーホールディング（ヨーロッパ）GmbH 

三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 

三菱ペーパーGmbH 

三菱イメージング（エム・ピー・エム）,Inc. 

エム・ピー・イー・リアルエステートGmbH＆Co.KG 

 連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の計算書類を使用し、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。 
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４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有 価 証 券 

その他有価証券 

時価のあるもの…………………期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し､売却原価は移動平均法により算定しております｡） 

時価のないもの…………………移動平均法による原価法 

② デリバティブ取引      時価法 

③ たな卸資産 

主として総平均法及び移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。ただし、建物以外の有形固定資産については、当社の本社、研究所その他及び一部の連結子会社

において定率法を採用しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいて

おります。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法によっております。 

 また、在外連結子会社については、所在地国の規定により計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸 倒 引 当 金 

 当社及び国内連結子会社は、期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 また、在外連結子会社については、所在地国の規定により計上しております。 

② 厚生年金基金解散損失引当金 

 厚生年金基金の解散に伴い発生する損失に備えるため、当該負担相当額を計上しております。 

（追加情報） 

 一部の連結子会社が加入する複数事業主制度の厚生年金基金は、平成26年２月25日開催の代議員会にて解散方針の意思決定を

行い、厚生労働省との事前協議等の解散手続きを開始することとなりました。当該解散に伴う損失に備えるため、当連結会計年

度において連結損益計算書の特別損失（その他）に厚生年金基金解散損失引当金繰入額115百万円を計上いたしました。これに

より、連結貸借対照表の固定負債に計上している厚生年金基金解散損失引当金は206百万円となっております。 

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項 

① 退職給付に係る負債の計上基準 

 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資

産（退職給付信託を含む）の額を控除した額を計上しております。 

 なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職給付に係る資産に計上しております。 

 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～15年）による定額法により費用処理し、数理

計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～15年）による定額法により、その発生の翌連結
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会計年度から費用処理しております。 

 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額

の退職給付に係る調整累計額に計上しております。 

② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 

 なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上しております。 

③ 重要なヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。また、為替予約等が付されている外貨建

金銭債権債務等について、振当処理をしております。 

④ 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

⑤ 連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

⑥ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんについては、５年間の均等償却を行っております。 

 

（会計方針の変更に関する注記） 

退職給付に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」

という。）を適用しております。（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除

く。） 

 これにより、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の

差異、未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしました。 

 なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職給付に係る資産に計上しております。 

 退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な扱いに従っており、当連結会計年度末において、

当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減しております。 

 この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が471百万円、退職給付に係る負債が8,872百万円計上されております。

また、その他の包括利益累計額が144百万円増加し、少数株主持分が54百万円減少しております。 

 

ＩＡＳ第19号「従業員給付」の改訂 

 一部の在外連結子会社において、改訂後のＩＡＳ第19号「従業員給付」（平成23年６月16日改訂）を平成25年１月１日以後開始する

連結会計年度から適用しており、未認識数理計算上の差異等の処理方法及び表示方法の変更等を行っております。 

 当該会計方針の変更は遡及適用され、当連結会計年度の純資産の期首残高に会計方針の変更による累積的影響額を反映しております。

なお、当該遡及適用による影響は軽微であります。 

 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(31) ／ 2014/05/29 21:37 (2014/05/23 10:30) ／ wk_13981273_02_os7三菱製紙様_招集_連結貸借対照表_P.doc 

31

（連結貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産及び担保に係る債務 

① 担保に供している資産及び担保に係る債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産  

建物及び構築物 13,623百万円 （13,623）百万円

機械装置及び運搬具 31,590百万円 （30,575）百万円

土 地 10,128百万円 （10,128）百万円

投資有価証券 3,532百万円 （－）百万円

そ の 他 178百万円 （178）百万円

合 計 59,052百万円 （54,505）百万円

  

担保に係る債務  

短 期 借 入 金 1,300百万円 （－）百万円

長期借入金（１年内返済予定額を含む） 51,195百万円 （47,530）百万円

合     計 52,495百万円 （47,530）百万円

上記のうち、（ ）内は工場財団抵当並びに当該債務であり、内数で表記しております。 

② 下記の資産については、工場財団根抵当権を設定しておりますが、実質的に担保に供されている資産はありません。 

建物及び構築物 5,835百万円 

機械装置及び運搬具 11,495百万円 

土 地 385百万円 

合 計 17,716百万円 

２．有形固定資産の減価償却累計額 373,785百万円 

３．保証債務等 

連結会社以外の会社等の金融機関からの借入等に対して行っている債務保証額 

フォレスタル・ティエラ・チレーナLtda. 1,209百万円 

従業員（財形住宅資金等） 1,061百万円 

その他 ２社 26百万円 

計 2,296百万円 

４．債権流動化に伴う遡及義務 1,874百万円 

 

（連結損益計算書に関する注記） 

１．事業構造改革費用 

 事業構造改革費用は、八戸工場構造改革に伴う新設子会社（エム・ピー・エム・オペレーション㈱）への従業員転籍に係る特別退職

金等であります。 

２．訴訟和解金等 

 訴訟和解金等は、独立行政法人都市再生機構から提起を受け、係争中でありました損害賠償請求訴訟の和解金等であります。 
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（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当 期 増 加 株 式 数 当 期 減 少 株 式 数 当 期 末 株 式 数

普通株式    （株） 342,584,332 － － 342,584,332

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 該当事項はありません。 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 該当事項はありません。 

 

（金融商品に関する注記） 

１．金融商品の状況に関する事項 

 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入等により資金を調達しております。 

 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主とし

て株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。 

 借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利ス

ワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこと

としております。 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成26年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 

   （単位：百万円）
 
 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額 

(1) 受取手形及び売掛金 42,424 42,424 －

(2) 投資有価証券 

その他有価証券 18,606 18,606 －

資産計 61,031 61,031 －

(3) 支払手形及び買掛金 26,014 26,014 －

(4) 短期借入金（１年内返済予定長期借入金を除く） 53,227 53,227 －

(5) 長期借入金（１年内返済予定長期借入金を含む） 95,093 95,021 △72

負債計 174,335 174,262 △72

(6) デリバティブ取引 － － －

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

(1) 受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

(2) 投資有価証券 

 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

(3) 支払手形及び買掛金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 
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(4) 短期借入金 

 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、１年内返済予

定長期借入金（連結貸借対照表計上額20,675百万円）は長期借入金に含めております。 

(5) 長期借入金 

 長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっ

ております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された

元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

また、１年内返済予定長期借入金（連結貸借対照表計上額20,675百万円）も含めております。 

(6) デリバティブ取引 

 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該

長期借入金の時価に含めて記載しております。 

（注２）子会社株式、関連会社株式、並びに非上場株式（連結貸借対照表計上額1,622百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッ

シュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(2) 投資有価証券 その他

有価証券」には含めておりません。 

 

（賃貸等不動産に関する注記） 

 当該賃貸等不動産の時価等については、重要性が乏しいため注記を省略しております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

(1) １株当たり純資産額 154円31銭 

(2) １株当たり当期純利益 0円82銭 
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（追加情報） 

（法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正） 

 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する連結会計年度から復興特

別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効

税率は、平成26年４月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について、前連結会計年度の38.0％から35.6％に変

更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が74百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等

調整額が74百万円増加しております。 

 

（希望退職者の募集） 

 当社は、平成26年３月31日開催の取締役会におきまして、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。 

１．募集を行う理由 

 当社グループは、東日本大震災からの復興とその後の成長を期す第１次中期経営計画を推進中であります。厳しい経営環境の下、

コスト競争力確保のため、経費節減、新卒採用停止、労務費削減、グループ会社再編などの施策を実施してまいりました。しかしな

がら、洋紙事業をはじめとする既存事業の市場縮小と競争激化に伴う収益力の低迷等によって、事業環境は依然として厳しい状況が

続いております。 

 このような中、事業構造改革の一環として、グループ全体で人員の適正化に向けた希望退職者の募集を行うことといたしました。 

２．募集の概要 

(1) 対象会社 ： 当社及び国内連結子会社 

(2) 対象者  ： 平成26年４月１日現在、満39歳以上の正社員 

(3) 募集人員 ： 200名程度 

(4) 募集期間 ： 平成26年７月１日～平成26年７月８日（予定） 

(5) 退職日  ： 平成26年８月20日（予定） 

(6) 優遇措置 ： 通常の会社都合退職金に加算金を上乗せ支給する。さらに、希望者に対しては再就職支援会社を通じた再就職支

援を行う。 

３．損失見込額 

 今回の募集に伴って発生する加算金等の費用は、平成27年３月期決算において特別損失に計上する予定であります。なお、特別損

失の発生額及び業績への影響等につきましては、応募状況等を踏まえ精査し、確定次第速やかに公表いたします。 

４．その他 

 今回の希望退職者の募集を含め、平成27年３月期中に当社グループ全体で約300名の正社員の減少を見込んでおります。 
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貸 借 対 照 表 

（平成26年３月31日現在） 
 （単位：百万円）
 資 産 の 部 負 債 の 部 

項 目 金 額 項 目 金 額 

流 動 負 債 86,551 

支 払 手 形 375 

買 掛 金 17,034 

短 期 借 入 金 59,148 

リ ー ス 債 務 32 

未 払 金 2,499 

未 払 費 用 6,797 

未 払 法 人 税 等 88 

預 り 金 89 

設 備 関 係 支 払 手 形 39 

そ の 他 445 

固 定 負 債 68,872 

長 期 借 入 金 67,761 

リ ー ス 債 務 62 

長 期 未 払 金 287 

退 職 給 付 引 当 金 88 

資 産 除 去 債 務 580 

そ の 他 91 

負 債 合 計 155,423 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 38,732 

資 本 金 32,756 

資 本 剰 余 金 7,523 

資 本 準 備 金 7,523 

利 益 剰 余 金 △1,449 

そ の 他 利 益 剰 余 金 △1,449 

繰 越 利 益 剰 余 金 △1,449 

自 己 株 式 △98 

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,369 

その他有価証券評価差額金 1,369 

流 動 資 産 
現 金 及 び 預 金 
受 取 手 形 
売 掛 金 
商 品 及 び 製 品 
仕 掛 品 
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 
前 渡 金 
前 払 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
短 期 貸 付 金 
未 収 入 金 
そ の 他 

固 定 資 産 
有 形 固 定 資 産 
建 物 
構 築 物 
機 械 及 び 装 置 
車 両 運 搬 具 
工 具 、 器 具 及 び 備 品 
土 地 
山 林 及 び 植 林 
リ ー ス 資 産 
建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 
ソ フ ト ウ エ ア 
そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 
投 資 有 価 証 券 
関 係 会 社 株 式 
関 係 会 社 出 資 金 
長 期 貸 付 金 
長 期 前 払 費 用 
前 払 年 金 費 用 
繰 延 税 金 資 産 
そ の 他 
貸 倒 引 当 金 

78,396 
1,936 

71 
31,264 
12,196 
4,023 
5,779 
1,810 
256 
470 

14,074 
6,495 

16 
117,128 
88,447 
19,505 
3,483 

47,188 
65 

623 
16,050 

532 
89 

907 
90 
63 
26 

28,590 
11,581 
10,061 
3,665 
2,173 

62 
65 

902 
750 

△672 純 資 産 合 計 40,101 

資 産 合 計 195,525 負 債 及 び 純 資 産 合 計 195,525 

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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損 益 計 算 書 

平成25年４月１日から 
平成26年３月31日まで 

（単位：百万円）
 項 目 金 額 

売 上 高  115,883 

売 上 原 価  101,562 

売 上 総 利 益  14,321 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費  17,687 

営 業 損 失  3,366 

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 及 び 配 当 金 1,029  

雑 収 入 1,526 2,555 

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 1,991  

雑 損 失 283 2,274 

経 常 損 失  3,086 

特 別 利 益   

投 資 有 価 証 券 売 却 益 3,107  

補 助 金 収 入 347  

そ の 他 13 3,468 

特 別 損 失   

固 定 資 産 処 分 損 242  

投 資 有 価 証 券 売 却 損 8  

事 業 構 造 改 革 費 用 233  

訴 訟 和 解 金 等 2,027  

そ の 他 53 2,564 

税 引 前 当 期 純 損 失  2,182 

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  △  559 

法 人 税 等 調 整 額  258 

当 期 純 損 失  1,882 

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(37) ／ 2014/05/29 21:38 (2014/05/23 10:32) ／ wk_13981273_03_os7三菱製紙様_招集_貸借対照表_P.doc 

37

株主資本等変動計算書 

平成25年４月１日から 
平成26年３月31日まで 

（単位：百万円）

 株 主 資 本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資 本 金
資本準備金 資本剰余金合計

繰越利益剰余金
利益剰余金合計 

自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 32,756 7,523 7,523 433 433 △  95 40,617

当 期 変 動 額  

当 期 純 損 失 （ △ ） △ 1,882 △ 1,882 △ 1,882

自 己 株 式 の 取 得  △   2 △   2

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 

 

当 期 変 動 額 合 計 － － － △ 1,882 △ 1,882 △   2 △ 1,884

当 期 末 残 高 32,756 7,523 7,523 △ 1,449 △ 1,449 △  98 38,732

 
評 価 ・ 換 算 差 額 等 

 
その他有価証券評価差額金 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 

純 資 産 合 計 

当 期 首 残 高 2,366 2,366 42,983

当 期 変 動 額  

当 期 純 損 失 （ △ ）  △ 1,882

自 己 株 式 の 取 得  △   2

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △  996 △  996 △  996

当 期 変 動 額 合 計 △  996 △  996 △ 2,881

当 期 末 残 高 1,369 1,369 40,101

（注） 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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個 別 注 記 表 
 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

① 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法 

② その他有価証券 

時価のあるもの…………………期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。） 

時価のないもの…………………移動平均法による原価法 

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法：時価法 

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品及び製品  ：総平均法による原価法 

仕掛品     ：総平均法による原価法 

原材料及び貯蔵品：移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。） 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。ただし、建物以外の有形固定資産については、本社、研究所その他において定率法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

３．引当金の計上基準 

(1) 貸 倒 引 当 金 

 期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産（退職給付信託）の見込額に基づき計上してお

ります。 

 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理し、数理計算上

の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により、その発生の翌事業年度から費用

処理しております。 

 なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務から未認識数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合に

は、前払年金費用として投資その他の資産に計上しております。 
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４．ヘッジ会計の方法 

 ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。 

５．退職給付に係る会計処理の方法 

 計算書類において、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取り扱いが連結計算書類と異なっており

ます。個別貸借対照表上、退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額から年金資産の額を控除した

額を退職給付引当金に計上しております。 

６．消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

７．連結納税制度の適用 

 連結納税制度を適用しております。 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．担保に供している資産 

 八戸工場財団についての担保に供している資産及び担保付債務は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

建 物 11,432百万円 

構 築 物 2,190百万円 

機械及び装置 30,534百万円 

車 両 運 搬 具 41百万円 

工具、器具及び備品 178百万円 

土 地 10,128百万円 

   計 54,505百万円 

担保に係る債務 

長 期 借 入 金 47,530百万円 

 高砂工場及び京都工場の有形固定資産は次のとおり工場財団根抵当権を設定しておりますが、実質的に担保に供されている資産では

ありません。 

建 物 3,732百万円 

構 築 物 196百万円 

機械及び装置 5,521百万円 

土 地 109百万円 

   計 9,560百万円 

２．有形固定資産の減価償却累計額 260,998百万円 
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３．保証債務等 

① 当社従業員の財形貯蓄制度による金融機関からの借入金に対する保証 

 1,060百万円 

② 金融機関からの借入金等に対する保証 

三菱ハイテクペーパーヨーロッパGmbH 12,777百万円 

八戸紙業㈱ 1,295百万円 

フォレスタル・ティエラ・チレーナLtda. 1,209百万円 

三菱イメージング（エム・ピー・エム）,Inc. 761百万円 

その他 ５社 282百万円 

計 16,325百万円 

４．関係会社に対する金銭債権、金銭債務 

短期金銭債権 46,829百万円 

長期金銭債権 2,176百万円 

短期金銭債務 12,146百万円 

 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社との取引高の総額 

売 上 高 91,988百万円 

売上原価、販売費及び一般管理費 49,304百万円 

営業取引以外の取引高 11,619百万円 

２．事業構造改革費用 

 事業構造改革費用は、八戸工場構造改革に伴う新設子会社（エム・ピー・エム・オペレーション㈱）への従業員転籍に係る特別退職

金等であります。 

３．訴訟和解金等 

 訴訟和解金等は、独立行政法人都市再生機構から提起を受け、係争中でありました損害賠償請求訴訟の和解金等であります。 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数 

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 当 期 増 加 株 式 数 当 期 減 少 株 式 数 当 期 末 株 式 数

普通株式    （株） 548,609 27,956 － 576,565

（注） 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 27,956株 
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（税効果会計に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

未払費用 274百万円 

退職給付引当金 1,615 

関係会社出資金評価損 4,183 

関係会社株式評価損 1,263 

固定資産減損損失 62 

税務上の繰越欠損金 6,835 

その他 2,489 

繰延税金資産小計 16,725 

評価性引当額 △14,593 

繰延税金資産合計 2,131 

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △  758 

繰延税金負債合計 △  758 

繰延税金資産の純額 1,373 

２．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

 「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月１日以後に開始する事業年度から復興特別法人

税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成

26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0％から35.6％に変更されております。 

 その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が32百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額

が32百万円増加しております。 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

主要子会社 

種類 会 社 の 名 称 議決権等の
所 有 割 合

関連当事者との関係 取 引 内 容 取引金額 項 目 期末残高

  ％   百万円  百万円
紙、パルプ、薬品等の販売 87,071 売 掛 金 25,953

三 菱 製 紙 販 売 ㈱ 直接 71.3
間接 － 

紙の販売代理店。パルプ
及び薬品の当社への販
売。不動産の一部を賃貸
借。役員の兼任等があり
ます。 

パ ル プ 、 薬 品 の 仕 入 
（※注１） 

7,419 買 掛 金 3,200

買 掛 金 1,922

未 払 金 123フ ァ ク タ リ ン グ 取 引 7,165

未 払 費 用 393
エム・ピー・エム・シェ
ア ー ド サ ー ビ ス ㈱ 

直接 100.0
間接 － 

グループファイナンス。
不動産の一部を賃貸。役
員の兼任等があります。

グループファイナンス取引 
（※注１） 

54,708 短 期 貸 付 金 4,814

原 材 料 の 仕 入 
（※注１） 

7,357 買 掛 金 705

短 期 貸 付 金 6,427
北上ハイテクペーパー㈱ 直接 100.0

間接 － 

同社製品の購入。原材料
の供給。役員の兼任等が
あります。 資 金 の 貸 付 

（※注１） －
長 期 貸 付 金 1,452

子 会 社 

三菱ハイテクペーパー 
ヨ ー ロ ッ パ G m b H 

直接 － 
間接 81.6

ドイツにおける事業運営
のための資金供給及び技
術援助。役員の兼任等が
あります。 

資 金 の 貸 付 
（※注１） 

2,266 短 期 貸 付 金 2,266

（※注１）価格その他の取引条件は、市場実勢を参考に当社が条件を提示し、交渉の上で決定しております。 

（ 注２）保証債務については、「個別注記表」の貸借対照表に関する注記に記載しており、一般的な取引条件で行っております。 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

(1) １株当たり純資産額 117円25銭 

(2) １株当たり当期純損失 5円50銭 

 

（追加情報） 

（希望退職者の募集） 

 当社は、平成26年３月31日開催の取締役会におきまして、希望退職者の募集を行うことを決議いたしました。詳細につきましては、

「連結注記表」の追加情報をご参照ください。 
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告書謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成26年５月16日 

 三 菱 製 紙 株 式 会 社  

 取 締 役 会 御中 
  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 神 尾 忠 彦 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 唐 澤 正 幸 
  

 

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、三菱製紙株式会社の平成25年４月１日から平成26年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動
計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得
るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正
な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三菱製紙株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(44) ／ 2014/05/29 21:38 (2014/05/16 17:02) ／ wk_13981273_04_os7三菱製紙様_招集_監査報告書_P.doc 

44

会計監査人監査報告書謄本 

 独立監査人の監査報告書  

 平成26年５月16日 

 三 菱 製 紙 株 式 会 社   

 取 締 役 会 御中 
  

 

 新日本有限責任監査法人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 神 尾 忠 彦 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 唐 澤 正 幸 
  

 

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三菱製紙株式会社の平成25年４月１日から平成
26年３月31日までの第149期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及
びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に
対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準
拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽
表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた
めのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者
が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

 



 

－  － 
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監査役会監査報告書謄本 

 監 査 報 告 書  

  当監査役会は、平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第149期事業年度の取締役の職務の執行に関し

て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたしま

す。 

 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 

 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。 

 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内

部監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会

その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしま

した。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス

テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有

限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。事業報告の「会社の支配に関する基本方針」に記載されている当社の財務及び事業の方針の決定を支配す

る者の在り方に関する基本方針及び各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、そ

の内容について検討を加えました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交

換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業

報告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも

に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監

査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事

項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知

を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

 



 

－  － 
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２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 

一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま

す。 

二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められませ

ん。 

三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システム

に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指

摘すべき事項は認められません。 

四 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」に記載されている当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。当該基本方針に基づ

く各取組みは、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目

的とするものではないと認めます。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 

 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

(3) 連結計算書類の監査結果 

 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

 

 

 平成26年５月23日  

 三菱製紙株式会社 監査役会  

 

常勤監査役 岡   健 二 

監 査 役 髙 松 泰 治 

監 査 役 開 発 光 治 
  

 

 
（注） 監査役髙松泰治及び開発光治は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役でありま

す。 
 

以 上 

 



 

－  － 
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株主総会参考書類 

 
 第１号議案 取締役８名選任の件 

取締役 鈴木邦夫、同 水野正望、同 牛島光夫、同 板倉完次、同 野澤浩史、同 田口量久、同  

原田純二、同 品川知久の８氏全員は、本総会終結の時をもって任期が満了となりますので、社外取締役１

名を含む取締役８名の選任をお願いするものであります。 

取締役候補者は次のとおりであります。 

番 号 
氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 
所有する当社の
株 式 の 数

１ 
鈴
すず

木
き

邦
くに

夫
お

 

 
(昭和25年10月12日生) 

昭和49年４月 当社入社 

平成17年６月 執行役員八戸工場長 

平成18年６月 上席執行役員八戸工場長 

平成19年６月 取締役 常務執行役員 

平成21年６月 取締役社長 社長執行役員 

現在に至る 

214,000株

２ 
水
みず

野
の

正
まさ

望
み

 

 
(昭和28年３月19日生) 

昭和50年４月 株式会社三菱銀行（現在の株式会社三菱東京ＵＦ

Ｊ銀行）入行 

平成14年６月 同行執行役員法人営業部長 

平成18年１月 同行常務執行役員 

平成18年６月 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

代表取締役副社長 

平成22年６月 当社取締役 専務執行役員 

平成23年６月 当社代表取締役 専務執行役員 

現在に至る 

26,000株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 
所有する当社の
株 式 の 数

３ 
牛
うし

島
じま

光
みつ

夫
お

 

 
(昭和26年10月６日生) 

昭和50年４月 当社入社 

平成18年６月 執行役員洋紙事業部印刷用紙営業部長 兼 社長

室情報開発室長 

平成20年６月 上席執行役員洋紙事業部印刷用紙営業部長 兼

社長室情報開発室長 

平成21年６月 上席執行役員洋紙事業部印刷用紙営業部長 兼

社長室長附（情報開発室担当） 

平成22年６月 常務執行役員洋紙事業部印刷用紙営業部長 兼

社長室 

平成23年６月 取締役 常務執行役員 

平成24年６月 代表取締役 専務執行役員 

現在に至る 

48,055株

４ 
板
いた

倉
くら

完
かん

次
じ

 

 
(昭和27年４月22日生) 

昭和50年４月 当社入社 

平成17年６月 執行役員社長室経営企画部長 兼 関連会社統括

部長 

平成19年１月 執行役員社長室経営企画部長 

平成19年４月 執行役員社長室経営企画部長 兼 フェニックス

プラン推進室長 

平成19年６月 上席執行役員社長室経営企画部長 兼 フェニッ

クスプラン推進室長 

平成19年11月 上席執行役員社長室経営企画部長 兼 フェニッ

クスプラン推進室長 兼 デジタルイメージング

事業部副事業部長 

平成20年５月 上席執行役員社長室経営企画部長 兼 デジタル

イメージング事業部副事業部長 

平成21年１月 上席執行役員社長室経営企画部長 兼 デジタル

イメージング事業部副事業部長 兼 デジタルイ

メージング事業部印刷感材営業部長 

平成21年４月 上席執行役員社長室経営企画部長 兼 デジタル

イメージング事業部副事業部長 

平成21年６月 取締役 常務執行役員 

平成25年６月 取締役 専務執行役員 

現在に至る 

48,000株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当 
所有する当社の
株 式 の 数

５ 
田
た

口
ぐち

量
かず

久
ひさ

 

 
(昭和29年４月１日生) 

昭和53年４月 当社入社 

平成19年４月 執行役員京都工場長 

平成21年６月 上席執行役員イメージング＆ディベロップメント

カンパニーバイスプレジデント（企画・マーケ

ティング・京都Ｒ＆Ｄセンター担当） 

平成23年６月 取締役 上席執行役員 

平成25年６月 取締役 常務執行役員 

現在に至る 

40,000株

６ 
野
の

澤
ざわ

浩
ひろ

史
し

 

 
(昭和28年２月３日生) 

昭和50年４月 当社入社 

平成18年６月 執行役員総務人事部長 

平成20年６月 上席執行役員総務人事部長 兼 システム部長 

平成22年６月 常務執行役員（総務人事部、システム部担当 兼

システム部長） 

平成23年６月 取締役 常務執行役員 

現在に至る 

42,000株

７ 
原
はら

田
だ

純
じゅん

二
じ

 

 
(昭和31年10月30日生) 

昭和59年４月 当社入社 

平成23年１月 執行役員イメージング＆ディベロップメントカン

パニー新事業開発ユニットマネージャー 

平成24年１月 執行役員機能材事業部長 

平成24年６月 取締役 執行役員 

現在に至る 

39,852株

８ 
品
しな

川
がわ

知
とも

久
ひさ

 

 
(昭和33年６月14日生) 

昭和60年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 

森綜合法律事務所（現在の森・濱田松本法律事務

所）入所 

平成５年１月 同事務所パートナー 

平成18年６月 同事務所パートナー 兼 当社取締役 

平成22年６月 同事務所パートナー 兼 株式会社ランドコンピ

ュータ社外監査役 兼 当社取締役 

平成25年１月 同事務所シニア・カウンセル 兼 株式会社ラン

ドコンピュータ社外監査役 兼 当社取締役 

現在に至る 

0株

（注）１．新任取締役候補者はおりません。 

２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 



 

－  － 
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３．再任取締役候補者の担当及び重要な兼職の状況につきましては、事業報告「３．会社役員に関する事項」（12

～14頁）をご参照ください。 

４．品川知久氏は、社外取締役候補者であります。 

(1) 社外取締役候補者とした理由 

会社法務に精通した弁護士の立場から、引き続きガバナンス強化に貢献していただくためであります。 

(2) 責任限定契約 

同氏は、当社との間で、その在任中有効な、会社法第427条第１項の規定による責任限定契約を締結してお

り、その概要は、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を金１千万円または法令が定める限度額のいず

れか高い額とするものであります。 

(3) 独立役員 

当社は、同氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。 

（独立役員の指定理由） 

品川知久氏は、森・濱田松本法律事務所の弁護士（シニア・カウンセル）であり、会社法務に精通した立場

から当社のガバナンス強化を図ることを期待し、社外取締役候補者としております。森・濱田松本法律事務

所と当社の間には法務サービス等の取引はありますが、その額は平成26年３月期で1.2百万円であり、当社

および同事務所のいずれにとっても同氏の独立性に影響を与えるような額ではないと判断しております。ま

た、同氏を社外取締役に選任する当時から、同氏が取締役会において独立した立場より監督機能を果たせる

よう、業務執行に関わる案件につきましては一切、同氏に依頼しない運用をとっております。以上の状況と

同氏の有する高度な専門性を合わせ考え、当社一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指

定しております。 

(4) 社外取締役としての在任期間 

本総会終結の時をもって８年となります。 



 

－  － 
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第２号議案 監査役３名選任の件 

監査役 髙松泰治、開発光治の両氏は、本総会終結の時をもって任期が満了しますので、コーポレート・

ガバナンス強化のため社外監査役を１名増員し、監査役３名の選任をお願いするものであります。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次のとおりであります。 

番 号 
氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 
所有する当社の
株 式 の 数

１ 
髙
たか

松
まつ

泰
やす

治
はる

 

 
(昭和26年４月24日生) 

昭和49年４月 明治生命保険相互会社（現在の明治安田生命保険

相互会社）入社 

平成14年７月 同社取締役 

平成16年１月 同社執行役員 

平成17年４月 同社常務執行役員 

平成18年４月 同社副社長執行役員 

平成18年６月 同社副社長執行役員 兼 当社監査役 

平成18年７月 同社取締役執行役副社長 兼 当社監査役 

平成18年８月 同社取締役執行役副社長 兼 日本化薬株式会社

監査役 兼 当社監査役 

平成24年７月 明治安田システム・テクノロジー株式会社代表取

締役会長 兼 日本化薬株式会社監査役 兼 当

社監査役 

現在に至る 

0株

２ 
開
かい

発
ほつ

光
こう

治
じ

 

 
(昭和24年12月31日生) 

昭和48年４月 三菱信託銀行株式会社（現在の三菱ＵＦＪ信託銀

行株式会社）入社 

平成13年６月 同社執行役員証券投資部長 

平成15年４月 同社常務執行役員証券投資部長 

平成16年３月 同社常務取締役 

平成17年６月 同社専務取締役 

平成22年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表

取締役会長 兼 当社監査役 

平成24年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所顧問

兼 当社監査役 

現在に至る 

0株



 

－  － 
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番 号 
氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 
所有する当社の
株 式 の 数

３ 
（※） 

井
いの

上
うえ

 毅
つよし

 

 
(昭和27年４月４日生) 

昭和51年４月 日本開発銀行（現在の株式会社日本政策投資銀

行）入行 

平成18年６月 日本政策投資銀行監事 

平成20年10月 株式会社日本政策投資銀行常勤監査役 

平成22年６月 日本原燃株式会社常務取締役 

平成25年６月 同社取締役常務執行役員 

現在に至る 

0株

（注）１．※は新任監査役候補者であります。 

２．井上 毅氏は、平成26年６月30日を以て、日本原燃㈱の取締役常務執行役員を退任する予定であります。また

同日を以て、㈱価値総合研究所の代表取締役社長に就任する予定であります。 

３．髙松泰治、開発光治及び井上 毅の３氏は社外監査役候補者であります。 

(1) 社外監査役候補者とした理由 

 それぞれ金融機関ほかの企業経営に携わってきたこれまでの豊富な経営経験に基づいた適切な監査を行って

いただくため、選任をお願いするものであります。 

(2) 責任限定契約 

 髙松泰治及び開発光治の両氏は、当社との間で、その在任中有効な、会社法第427条第１項の規定による責

任限定契約を締結しており、井上 毅氏は、選任後、当社との間で同契約を締結する予定であります。その概

要は、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を金１千万円または法令が定める限度額のいずれか高い

額とするものであります。 

(3) 当社は、３氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届出ております。 

（独立役員の指定理由） 

髙松泰治氏 

同氏は、明治安田生命保険取締役執行役副社長を務めたのち（平成24年７月３日まで）、現在は明治安田

システム・テクノロジー㈱代表取締役会長に就いており（平成24年７月４日より）、企業経営の豊富な経験

と広い見識をもって当社の監査にあたっていただくべく、社外監査役候補者としております。明治安田生命

保険は出資比率4.0％の大株主ですが、金融商品取引法上の「主要株主」には該当せず、当社に対して支

配的な関係にはありません。また、当社は同社との間に金融取引等はありますが、その額は平成26年３月期

で335百万円、借入金は同年３月31日現在で2,750百万円と当社の借入金総額の２％程度であるため、当社お

よび同社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。また、明治安田システム・テクノロジー㈱と

当社の間に取引はなく（平成26年３月期）、やはり特別な関係はありません。以上の状況と同氏の有する企

業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定

しております。 



 

－  － 
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開発光治氏 

同氏は、三菱UFJ信託銀行㈱専務取締役（平成22年６月28日まで）、㈱三菱UFJトラスト投資工学研究所代表

取締役会長（平成22年６月30日より平成24年６月28日まで）を務めたのち、現在は同社顧問（平成24年６月

28日より）に就いており、企業経営の豊富な経験と広い見識をもって当社の監査にあたっていただくべく、

社外監査役候補者としております。三菱UFJ信託銀行㈱は出資比率1.9％で金融商品取引法上の「主要株主」

には該当せず、当社に対して支配的な関係にはありません。また、当社は同社との間に金融取引等はありま

すが、その額は平成26年３月期で170百万円、借入金は同年３月31日現在で5,928百万円と当社の借入金総額

の５％程度であるため、当社および同社のいずれにとっても主要な取引先にはあたりません。また、㈱三菱

UFJトラスト投資工学研究所と当社の間に取引はなく（平成26年３月期）、やはり特別な関係はありません。

以上の状況と同氏の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社一般株主と利益相反の生じるおそ

れのない独立役員として指定しております。 

井上 毅氏 

同氏は、㈱日本政策投資銀行の常勤監査役（平成22年６月29日まで）を務めたのち、日本原燃㈱取締役常務

執行役員に就いており（本年６月30日退任予定、同日付にて㈱価値総合研究所代表取締役社長就任予定）、

企業経営の豊富な経験と広い見識をもって当社の監査にあたっていただくべく、社外監査役候補者としてお

ります。㈱日本政策投資銀行は当社との間に金融取引があり、その額は平成26年３月期で355百万円、借入

金は同年３月31日現在で21,730百万円と当社の借入総額の17％を占める大口借入先でありますが、当社の資

金調達について、同社に対して代替性がない程度の依存はしていないため、当社および同社のいずれにとっ

ても主要な取引先にあたりません。また、当社と同社の間に資本関係はありません。また、日本原燃㈱およ

び㈱価値総合研究所と当社の間に取引はなく（平成26年３月期）、やはり両社と当社との間に特別な関係は

ありません。以上の状況と同氏の有する企業経営に関する深い知見を合わせ考え、当社一般株主と利益相反

の生じるおそれのない独立役員として指定しております。 

(4) 社外監査役としての在任期間 

 髙松泰治氏の在任期間は、本総会終結の時をもって８年となり、開発光治氏の在任期間は、本総会終結の時

をもって４年となります。 

 



 

－  － 
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件 

法令に定める監査役の員数要件を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項の規定に基づき、予

め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。 

候補者は常勤監査役岡 健二氏の補欠として選任をお願いするものであります。 

なお、昨年開催の第148回定時株主総会において、新行内善二氏が補欠監査役に選任されております。当

社定款第38条の規定により、補欠監査役の予選の効力は２年後の定時株主総会開始の時までとしているため、

本議案が承認された場合には、補欠監査役が２名となります。ただし、藤井則夫氏は社外監査役の要件を満

たしておりませんので、社外監査役が欠けた場合の補欠者は新行内善二氏となります。 

本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

補欠監査役候補者は次のとおりであります。 

氏 名 
（ 生 年 月 日 ） 

略 歴 
所有する当社の
株 式 の 数

藤
ふじ

井
い

則
のり

夫
お

 

（昭和24年１月23日生） 

昭和47年４月 当社入社 

平成19年６月 当社監査役 

平成23年６月 同退任 

現在に至る 

15,000株

 

以 上 
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